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第４章 緑地造成等への災害廃棄物の活用に関する基本的考え方 

Ⅰ 災害廃棄物の処理及び有効活用に関する動き 

１ 災害廃棄物に関する提言等 

東日本大震災からの復興に向け、東日本大震災復興構想会議、東日本大震災復興対策本部よ

り以下の提言等が提示されている。 

（１）「復興への提言～悲惨のなかの希望～」（平成 23 年 6 月 25 日 東日本大震災復興構想

会議）では、「第４章開かれた復興 （２）経済社会の再生 ③復興を契機として日本が

環境問題を牽引」において「復旧・復興の過程で発生する大量の廃棄物を徹底してリサ

イクルするほか、製造業とリサイクル産業をつなぐ先進的な循環型社会を形成すること

を目指すべき」としている。 

（２）「東日本大震災からの復興の基本方針」（平成 23 年 7 月 29 日 東日本大震災復興対策

本部）では、「５復興施策 （３）地域経済活動の再生 ⑪環境先進地域の実現」におい

て、「復旧・復興の過程で発生する大量の廃棄物のリサイクル等を徹底するほか、３Ｒ（発

生抑制、再使用、再生利用）の具体化を図り、製造業とリサイクル産業をつなぐ先進的

な循環型社会の形成を促進する」としている。 

 

 

 

 

 

 

出典：「復興への提言～悲惨のなかの希望～」（平成 23年 6 月 25 日東日本大震災復興構想会議）p.32,33 
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出典：「東日本大震災からの復興の基本方針」（平成 23 年 7 月 29 日 東日本大震災復興対策本部）p.21 
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２ 災害廃棄物の処理及び有効活用に関する指針 

東日本大震災における災害廃棄物の処理及び有効活用に関し、環境省から以下の指針が示さ

れている。 

（１）災害廃棄物の適正かつ効率的な処理を目的とする「東日本大震災に係る災害廃棄物の処

理指針（マスタープラン）」（平成 23 年 5 月 16 日 環境省）（以下「マスタープラン」と

いう）では、災害廃棄物の処理について「再生利用が可能なものは、極力再生利用」、「コ

ンクリートくずについては、復興の資材等として被災地で活用」、「木くずについては、広

域での活用も検討」することとしている。 

（２）「東日本大震災津波堆積物処理指針」（平成 23 年 7 月 13 日 環境省）（以下「津波堆積物

処理指針」という）では、津波堆積物の処理について、「組成・性状に応じて、埋め戻し

材、盛土材等の土木資材やセメント原料としての有効利用を優先しつつ、有効利用が難し

いものについては、組成や性状に応じて適切な処理方法を選択する」としている。 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「東日本大震災に係る災害廃棄物の処理指針（マスタープラン）」 

（平成 23年 5 月 16 日 環境省）p.2,3 
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出典：「東日本大震災津波堆積物処理指針」（平成 23年 7 月 13 日 環境省）p.2 
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Ⅱ 東日本大震災における災害廃棄物の概要 

１ 災害廃棄物の発生量及び搬入状況 

（１）「沿岸市町村の災害廃棄物処理の進捗状況」（平成 23 年 10 月 4 日現在 環境省）による

と、岩手、宮城、福島 3 県の災害廃棄物推計量は合計約 2,273 万トン（岩手県約 476 万ト

ン、宮城県約 1,569 万トン、福島県約 228 万トン）である。市町村別に見ると、最大が石

巻市で約 616 万トン、次いで東松島市の約 166 万トン、気仙沼市約 137 万トン、仙台市約

135 万トン等となっている。 

（２）「沿岸市町村の災害廃棄物処理の進捗状況」（平成 23 年 10 月 4 日現在 環境省）による

と、災害廃棄物推計量に対する搬入済災害廃棄物量の割合は、岩手、宮城、福島 3 県合計

で 58%となっている。県別では、岩手県が 74%と最も高く、次いで宮城県の 55%、福島県の

47%となっている。 

 

 

出典：「沿岸市町村の災害廃棄物処理の進捗状況」（平成 23 年 10 月 4 日 環境省） 
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（３）「津波堆積物処理指針（案）」（一般社団法人廃棄物資源循環学会 平成 23 年 7 月 5 日）に

よれば、津波堆積物の発生量は、被災 6 県全体（青森、岩手、宮城、福島、茨城、千葉）で

約 1,200～1,920 万 m3（約 1,320～2,800 万トン）と推計されている。 

 

 

出典：「津波堆積物処理指針（案）」（平成 23 年 7月 5日 一般社団法人廃棄物資源循環学会）p.2 
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（４）「宮城県災害廃棄物処理実行計画（第一次案）」（平成 23 年 7 月）によれば、宮城県の災害

廃棄物の種別内訳は、粗大・混合ごみ 46%、木くず 28%、コンクリートがら 20%となっており、

これら 3種で全体の 94%を占めている。なお、粗大・混合ごみには、コンクリートがらや木く

ず等が含まれているものと想定される。 

 

 

表 宮城県内ブロック毎の災害廃棄物種別推計量まとめ（平成 23 年 7 月時点） 

推定量
（千ｔ）

構成割合
（％）

推定量
（千ｔ）

構成割合
（％）

推定量
（千ｔ）

構成割合
（％）

推定量
（千ｔ）

構成割合
（％）

推定量
（千ｔ）

構成割合
（％）

木くず 674 22.8 2,309 30.9 344 20.2 866 28.5 4,193 27.7

廃プラ 22 0.7 0 0.0 11 0.6 22 0.7 55 0.4

大・混合ごみ 98 3.3 17 0.2 62 3.6 31 1.0 208 1.4

小計 794 26.9 2,326 31.2 417 24.5 919 30.3 4,456 29.4

コンクリートがら 612 20.7 1,450 19.4 366 21.5 601 19.8 3,029 20.0

アスファルトがら 166 5.6 0 0.0 51 3.0 100 3.3 317 2.1

金属 100 3.4 53 0.7 92 5.4 120 4.0 365 2.4

粗大・混合ごみ 1,285 43.5 3,634 48.7 774 45.5 1,294 42.6 6,987 46.1

小計 2,163 73.1 5,137 68.8 1,283 75.5 2,115 69.7 10,698 70.6

2,957 100.0 7,463 100.0 1,700 100.0 3,034 100.0 15,154 100.0

1,100 - 3,800 - 950 - 5,750 - 11,600 -

合計

津波堆積物（千m3）

災害廃棄物区分

可燃
ごみ

不燃
ごみ

合計

気仙沼ブロック
（気仙沼市、南三陸町）

石巻ブロック
（石巻市、東松島市、

女川町）

宮城東部
ブロック

（塩竈市、多賀城市、
松島町、七ヶ浜町）

亘理・名取
ブロック

（名取市、岩沼市、
亘理町、山元町）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 宮城県内の災害廃棄物種別推計量（平成 23 年 7月時点） 

（「宮城県災害廃棄物処理実行計画（第一次案）」（平成 23 年 7 月 宮城県）を元に作成） 

（千トン） 

可燃ごみ 

不燃ごみ 
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（５）「岩手県災害廃棄物処理詳細計画」（平成 23 年 8 月 30 日）によれば、岩手県の災害廃棄物

の種別内訳は、不燃系混合物 26%、可燃系混合物 24%、コンクリートがら 21%、金属くず 15%、

柱材・角材 12%となっている。岩手県では詳細計画の策定にあたり、木くずの 40%を柱材・角

材に、60%を可燃性混合物に、また堆積物の 85%を不燃系混合物に、15%を可燃系混合物に区分

している。 

 

 

 

出典：「岩手県災害廃棄物処理詳細計画」（平成 23年 8 月 30 日 岩手県）p10,11 

合計量 435 万トン 
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出典：「岩手県災害廃棄物処理詳細計画」（平成 23年 8 月 30 日 岩手県）p.9 
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２ 災害廃棄物の種類と処理 

（１）「マスタープラン」では、災害廃棄物を①可燃物、②木くず、③不燃物、④金属くず、⑤コ

ンクリートくず、⑥家電・自動車、⑦船舶、⑧危険物・PCB 廃棄物・石綿含有廃棄物等、⑨

津波堆積物の 9種類に分類している。 

なお、津波堆積物とは、水底や海岸に存在していた砂泥が津波により陸上に打ち上げられ

たものであり、木くず、コンクリートくず等と混然一体となったもの、有害物質等が混入し

ている可能性があるものなど、その組成や性状は様々である。（参考資料３ p.10-12） 

（２）「マスタープラン」では、災害廃棄物を種類別に分別、処理することとし、再生利用が可能

なものは極力再生利用することとしている。 

 

 

 

出典：「東日本大震災に係る災害廃棄物の処理指針（マスタープラン）」 

（平成 23年 5 月 16 日 環境省）p.6 
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出典：「東日本大震災に係る災害廃棄物の処理指針（マスタープラン）」 

（平成 23年 5 月 16 日 環境省）p.3,4 
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出典：「東日本大震災に係る災害廃棄物の処理指針（マスタープラン）」 

（平成 23年 5 月 16 日 環境省）p.4,5 

 

 
 

出典：「東日本大震災津波堆積物処理指針」（平成 23年 7 月 13 日 環境省）p.1 
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Ⅲ 災害廃棄物の処理スケジュール 

（１）「マスタープラン」では、地域特性や処理の効率性を踏まえ、原則として、災害廃棄物の種

類毎に、仮置場への移動及び中間処理・最終処分等について、下記のとおり災害廃棄物の処

理スケジュールを定めている。また、仮置場のスペースによる搬入量の制約や交通渋滞の発

生のおそれ等がある場合は、地域の実情に応じ、各自治体で適切に定めることとしている。 

（２）「マスタープラン」では、生活環境に支障が生じうる災害廃棄物（例えば、現在住民が生活

を営んでいる場所の近傍にある災害廃棄物）は、平成 23 年 8 月末迄に概ね仮置場に移動する

ものとしていた。その他の災害廃棄物は、平成 24 年 3 月末迄を目途に仮置場に移動とするこ

ととしている。環境省によると、8 月末を目標としていた居住地近傍にある災害廃棄物につ

いては、沿岸 32 市町村で既に仮置場への搬入がほぼ完了している。また、平成 24 年 3 月末

迄を目途に、その他の災害廃棄物を仮置場に移動させる目標については、平成 23 年 10 月 4

日時点で岩手県が 74%、宮城県が 55%、福島県が 47%達成している。 

（３）「マスタープラン」では、中間処理・最終処分については、腐敗性等がある災害廃棄物は速

やかに処分するとともに、木くずやコンクリートくずで再生利用を予定しているものは、劣

化、腐敗等が生じない範囲で再生利用の需要を踏まえつつ適切な期間を設定して実施するこ

ととしている。その他の災害廃棄物については、平成 26 年 3 月末迄を目途に完了することと

している。 
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出典：「東日本大震災に係る災害廃棄物の処理指針（マスタープラン）」 

（平成 23年 5 月 16 日 環境省）p.7 
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（４）「宮城県災害廃棄物処理実行計画（第一次案）」によれば、二次仮置場における処理は平成

25 年末頃迄に、その復旧は平成 25 年度末迄に完了することとしている。災害廃棄物の活用に

関する計画、スケジュールは未定である。（参考資料３ p.15） 

 

 

出典：「宮城県災害廃棄物処理実行計画（第一次案）」（平成 23年 7 月 宮城県）p.25 

 

 

（５）「岩手県災害廃棄物処理詳細計画」によれば、災害廃棄物の処理は平成 25 年度末迄を目処

に実施することとしている。コンクリートがらは、破砕等の中間処理を行った上で、骨材や

埋戻し材等として活用することとしている。また、柱材・角材については、破砕等の中間処

理を行った上でパーティクルボード等の原料としてリサイクルすることとしている。これら

資材の活用のスケジュールについては未定である。 

 

 

 

出典：「岩手県災害廃棄物処理詳細計画」（平成 23年 8 月 30 日 岩手県）p.2 
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出典：「岩手県災害廃棄物処理詳細計画」（平成 23年 8 月 30 日 岩手県）p.51 
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Ⅳ 緑地造成等における災害廃棄物の活用 

 

１ 災害廃棄物の活用に関する基本的考え方 

主な活用用途として盛土を行うことが考えられるが、災害廃棄物を活用した場合であっても、

盛土は土木構造物であることから、盛土の安全性、耐久性を確保することが必要である。 

 

 

 

 

出典：「道路土工 盛土工指針」（平成 22 年 4 月 （社）日本道路協会）p.15 
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１ 災害廃棄物の活用に関する基本的考え方 

盛土材とは、盛土の安定性を保ち有害な変形が生じない材料である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「道路土工 盛土工指針」（平成 22 年 4 月 （社）日本道路協会）p.131 
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１ 災害廃棄物の活用に関する基本的考え方 

環境省東北地方環境事務所において、東北地方の公共事業発注部局からの資材情報を集約す

るとともに、災害廃棄物処理担当部局へ情報提供を行い、条件が折り合えば関係部局間で調整

する体制がとられており、その活用も考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「事務連絡 平成２３年度公共工事における土量調査等について」 

（平成 23 年 9 月 13 日 事務連絡（国土交通省・環境省・農林水産省）） 
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① 盛土材としての活用 

コンクリートくずは、盛土材として活用することができる。 

この場合、「建設発生土利用技術マニュアル第 3 版」（平成 16 年 9 月 独立行政法人土木研

究所編著）（以下「発生土マニュアル」という）における緑地造成等への活用における材料及

び施工管理に関する要求品質を確保し、不純物が混入せず適切な締固めが可能であること等を

満たす必要がある。 

コンクリートくずを緑地造成等に活用する際の要求品質は、宅地造成等に用いる盛土材の要

求品質に準じることを原則とし、造成地盤上に構造物を構築しない場合は設計者の判断により

さらに緩和された材料規定とすることができる。 

なお、宅地造成に用いる盛土材の要求品質は、最大粒径 300mm、粒径が 37.5mm 以上の材料

の混入率が 40%以下、締固め度 87%以上等が挙げられる。 

 

 

出典：「建設発生土利用技術マニュアル第 3版」（平成 16 年 9 月 独立行政法人土木研究所）p.76 
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出典：「建設発生土利用技術マニュアル第 3版」（平成 16 年 9 月 独立行政法人土木研究所）p.72 
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出典：「建設発生土利用技術マニュアル第 3 版」（平成 16 年 9月 独立行政法人土木研究所）p.41 
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（留意事項） 

・コンクリートくずを盛土材として活用する際、細粒分を含む土砂や津波堆積物等と適切に混

合することで、締固め性能を向上させることができる。 

 

 

 

出典：「道路土工 盛土工指針」（平成 22 年 4 月 （社）日本道路協会）p.136 
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（留意事項） 

・この際、地方公共団体の環境部局より津波堆積物を廃棄物として取り扱うよう指導を受けた

場合には、用途に応じた品質基準に基づき性状を明確にし、活用履歴を残す等地方公共団体

の定めを踏まえた上で、活用することが可能である。この際、「建設工事で遭遇する廃棄物混

じり土対応マニュアル」（平成 21 年 独立行政法人土木研究所監修）を参照することが望ま

しい。 

 

 

 
出典：「建設工事で遭遇する廃棄物混じり土対応マニュアル」p.61 

（平成 21 年 10 月 独立行政法人土木研究所監修） 

p.4 
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出典：「建設工事で遭遇する廃棄物混じり土対応マニュアル」p.62 

（平成 21 年 10 月 独立行政法人土木研究所監修） 
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② 盛土材以外としての活用 

コンクリートくずは、粒度調整し再生砕石とすることにより、園路、広場の路盤材や構造物

の裏込め材等の建設資材として活用することができる。 

 

 

p.184 

 

p.185 

 

出典：「建設リサイクルハンドブック 2011」（平成 23 年 8 月建設副産物リサイクル広報推進会議編集） 
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（２）木くず活用の考え方と留意事項 

木くず（木材、倒木等）は、マルチング材、植栽基盤等緑地の整備に関する資材等として活

用することができる。 

② 盛土材以外としての活用 

ア チップ加工した木くずの活用 

木くずは、チップ加工を行った上で、マルチング材、植栽基盤、舗装材、堆肥原料、法面吹

付材等の資材や発電等のバイオマスエネルギー資源として活用することができる。活用にあた

り、「建設発生木材リサイクルの手引き（案）」（平成 17 年 独立行政法人土木研究所編著）を

参照することが望ましい。 

 

 

 

出典：「建設発生木材リサイクルの手引き（案）」（平成 17 年 独立行政法人土木研究所編著）p.29 
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出典：「建設発生木材リサイクルの手引き（案）」（平成 17 年 独立行政法人土木研究所編著）p.36 
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出典：「建設発生木材リサイクルの手引き（案）」（平成 17 年 独立行政法人土木研究所編著）p.37 
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出典：「建設発生木材リサイクルの手引き（案）」（平成 17 年 独立行政法人土木研究所編著）p.41,42
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イ 原形のままの木くずの活用 

a 木材として使用可能な木くずは、原形のまま、公園緑地の手すり、ベンチ、階段、丸太杭等

として活用することができる。活用にあたり、「建設発生木材リサイクルの手引き（案）」を参

照することが望ましい。 

 

 

 
出典：「建設発生木材リサイクルの手引き（案）」（平成 17 年 独立行政法人土木研究所編著）p.53 
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（留意事項） 

・流出、倒壊した家屋、施設等の木材等については、防腐剤等の化学薬品を含んでいるもの（CCA

処理木材等）があるため、現場で安全性を確認する必要がある。確認にあたり、「木造建築物

の分別解体の手引き」（平成 19 年 6 月 建設副産物リサイクル広報推進会議）を参照するこ

とが望ましい。 

 

 

 

 

出典：「木造建築物の分別解体の手引き」（平成 19 年 6 月 建設副産物リサイクル広報推進会議）p.26,27
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（３）津波堆積物活用の考え方と留意事項 

津波堆積物は、粒度調整や改良を行い盛土材としての要求品質を確保することにより、盛

土材として活用することができる。また、必要に応じて改良を行い植栽基盤として活用する

ことができる。 

① 盛土材としての活用 

津波堆積物は、振動ふるい等の分別機で木くず、コンクリートくず等の異物を取り除き、

「発生土マニュアル」における緑地造成への利用における材料及び施工管理に関する要求品

質を確保することにより、盛土材として活用することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「東日本大震災津波堆積物処理指針」（平成 23年 7 月 13 日 環境省）p.6 
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出典：「建設発生土利用技術マニュアル第 3版」（平成 16 年 9 月 独立行政法人土木研究所編著）p.76 
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出典：「建設発生土利用技術マニュアル第 3版」（平成 16 年 9 月 独立行政法人土木研究所編著）p.72 
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（留意事項） 

・津波堆積物のうち、含水比が高く泥土状（コーン指数 200kN/㎡未満）のものを活用する場合

は、天日乾燥等による含水比低下処理やセメントや石灰等の改良材を添加する安定処理等を

行う必要がある。この場合、「発生土マニュアル」を参照することが望ましい。 

 

 

 

出典：「建設発生土利用技術マニュアル第 3版」（平成 16 年 9 月 独立行政法人土木研究所編著）p.28 
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出典：「建設発生土利用技術マニュアル第 3版」（平成 16 年 9 月 独立行政法人土木研究所編著）p.73 
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・近傍に有害物質取扱施設がある等有害物質混入の可能性がある場合は、津波堆積物の化学分

析等を行った上で適切に処理する必要がある。この場合、「津波堆積物処理指針」を参照する

必要がある。 

 

 

 
出典：「東日本大震災津波堆積物処理指針」（平成 23年 7 月 13 日 環境省）p.3,4 
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② 盛土材以外としての活用 

津波堆積物は、振動ふるい等の分別機で木くず、コンクリートくず等の異物を取り除き、必

要に応じて改良を行い、植栽基盤として活用することができる。 

その際、津波堆積物は、含水比、塩類濃度、還元性等が高く、植栽基盤に適さない状態とな

っている可能性がある。津波堆積物を植栽基盤として活用する場合は、pH、電気伝導度等の分

析を行い、植栽基盤としての適性を評価した上で、必要に応じて改良を行う必要がある。 

この場合、「港湾緑地の植栽設計・施工マニュアル」（平成 11 年 4 月 運輸省港湾局監修）を

参照する必要がある。 

 

 

 

出典：「港湾緑地の植栽設計・施工マニュアル」（平成 11 年 4 月 運輸省港湾局監修）p.90 
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出典：「港湾緑地の植栽設計・施工マニュアル」（平成 11 年 4 月 運輸省港湾局監修）p.91
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出典：「港湾緑地の植栽設計・施工マニュアル」（平成 11 年 4 月 運輸省港湾局監修）p.92 
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３ 横断的な留意事項 

（１）地震及び津波に耐える緑地造成 

① 地震への対応 

盛土や管理型最終処分場の設置にあたっては、地震動で盛土や支持地盤が大きく変形しない

よう適切に対処することが必要である。その際、「道路土工－盛土工指針」（平成 22 年 4 月 社

団法人日本道路協会）等を参照することができる。 

 

 

 

 

 

 

出典：「道路土工 盛土工指針」（平成22年4月 社団法人日本道路協会）p.82 
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出典：「道路土工 盛土工指針」（平成22年4月 社団法人日本道路協会）p.96 
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出典：「宅地防災マニュアルの解説」（平成 19 年 宅地防災研究会編集）p.81 
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出典：「宅地防災マニュアルの解説」（平成 19 年 宅地防災研究会編集）p.90 
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３ 横断的な留意事項 

（２）地域生態系への配慮 

③ マツノザイセンチュウの感染木が、津波被害を受けたマツ林や倒木、仮置きされている丸太

等の中に混在している可能性がある場合は、感染拡大の原因とならぬよう焼却や破砕等によっ

て適切に処置することが必要である。 

 

 

「松を守ろう」(平成 10 年 林野庁監修) p.26 
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Ⅴ 植栽基盤 

（１）植栽基盤の考え方と留意事項 

植栽基盤とは、植物の根が支障なく伸長して、水分や栄養分を吸収することのできる条件を

有する、ある程度の広がりと厚さがある土層であり、排水層がある場合はこれを含むものであ

る。その整備には、植栽基盤の整備範囲、物理性及び化学性等に留意することが必要である。 

 

① 整備範囲 

植栽基盤の整備範囲は、植栽される植物の性状及び生育目標により、高木、低木、芝生・地

被植物の区分に基づき定めることが望ましい。 

高木（生長して樹高 3ｍ以上になる樹木）の場合は、生育目標に応じて以下の有効土層厚を

確保する。 

・樹高 7m 未満の場合、有効土層厚 60cm 以上（上層（良質土）40cm 以上、下層 20cm 以上） 

・樹高 7m 以上 12m 未満の場合、有効土層厚 80cm 以上（上層（良質土）60cm 以上、下層 20cm

以上） 

・樹高 12m 以上の場合、有効土層厚 100cm 以上（上層（良質土）60cm 以上、下層 40cm 以上） 

低木（生長しても樹高 3m 未満の樹木）の場合は、有効土層厚 50cm 以上（上層（良質土）30cm

～40 cm、下層 20cm 以上）を確保する。 

芝生・地被植物の場合は、最低 20cm 以上の有効土層厚を確保する。ただし、植物の種類又は

植栽地の条件によって、20cm では干ばつに耐えられない場合も多く、下層の有効土層 10cm 以

上を加え、有効土層厚 30cm 以上とすることが望ましい。 
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出典：「植栽基盤整備技術マニュアル」（平成 21年 4 月 財団法人日本緑化センター）p.14,15 
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（２）植栽基盤の整備 

植栽基盤の整備は、現地土（特に表土）が植栽基盤としての品質を満たす場合には、現地土

を植栽基盤として活用することが必要である。現地土が植栽基盤としての品質を満たさない場

合には、現地土に土壌改良材・中和剤等を混合して植栽基盤としての品質を満たすよう改良す

るか、植栽基盤としての品質を満たす土壌を搬入することが望ましい。 

土壌の改良は、耕耘等により硬度、透水性等の土壌の物理性の改良を行う耕耘工、土壌改良

材や中和剤の混合等により土壌の物理性・化学性の改良を行う土壌改良工、遮断層の存在や排

水層の欠如等による過剰水等を除去する排水工等がある。必要に応じ、これらを組み合わせ植

栽基盤の整備を図り、植物の生育阻害要因を除去することが必要である。 

 

 

 

出典：「港湾緑地の植栽設計・施工マニュアル」（平成 11 年 4 月 運輸省港湾局監修）p.98 


